
２1.　１０.　1
※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

　
市
内
の
私
立
幼
稚
園
と
認
定
こ

ど
も
園
で
は
、
２
年
度
に
入
園
す

る
園
児
を
募
集
し
ま
す
。
募
集
人

数
な
ど
詳
細
は
左
表
の
通
り
で
す
。

　
詳
し
く
は
直
接
各
園
へ
。

　
私
立
幼
稚
園
の
入
園
手
続
き
を

す
る
際
の
、
幼
稚
園
に
納
入
す
る

た
め
の
資
金
と
し
て
、
対
象
園
児

１
人
あ
た
り　
万
円
を
限
度
に
、

１５

保
護
者
に
対
し
て
無
利
子
で
貸
し

付
け
を
行
う
制
度
で
す
。
返
済
は

　
回
以
内
の
均
等
償
還
方
式
で
す
。

１５な
お
、
市
内
ま
た
は
近
隣
市
に
住

所
を
有
す
る
連
帯
保
証
人
が
必
要

な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
申
請

期
間
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
【
申
請
期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く　
月　
日
（
月
）
～

１０

２１

　
月　
日
（
月
）

１１

１１

　
【
申
請
場
所
】
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
２
階
）

　
詳
し
く
は
同
課
保
育
・
幼
稚
園

係
☎
４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　
市
で
は
、
元
年
８
月
に
策
定
し

た
「
東
久
留
米
市
立
学
童
保
育
所

の
民
間
活
力
の
導
入
に
係
る
実
施

計
画
」
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

金
山
学
童
保
育
所
、く
ぬ
ぎ
第
一・

第
二
学
童
保
育
所
の
３
学
童
保
育

所
の
運
営
に
関
す
る
業
務
を
行
う

委
託
事
業
者
を
一
括
し
て
公
募
型

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
募
集

し
ま
す
。

　
参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、

　
月
１
日
（
火
）
～　
日
（
木
）

１０

３１

に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る

「
東
久
留
米
市
立
学
童
保
育
所
運

営
業
務
委
託
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施

要
領
」
な
ど
に
沿
っ
て
、
参
加
表

明
書
な
ど
の
必
要
書
類
を
児
童
青

少
年
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　
６
月
～
９
月
分
の
手
当
を
指
定

金
融
機
関
へ
振
り
込
み
ま
す
。

　
【
振
込
予
定
日
】児
童
手
当
＝　
１０

月　
日
（
木
）
▼
児
童
育
成
手
当

１０
＝　
月　
日
（
金
）
▼
ひ
と
り
親

１０

１１

家
庭
住
宅
手
当
＝　
月　
日（
水
）

１０

１６

　
※
利
用
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は

入
金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】「
児
童
手
当
・
特
例

給
付
現
況
届
」「
児
童
育
成
手
当
現

況
届
」
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、

　
月
に
手
当
が
振
り
込
ま
れ
ま
せ

１０ん
。　

月
以
降
に
当
該
現
況
届
を

１０

提
出
し
た
場
合
は
、
提
出
し
た
翌

月
の
振
り
込
み
に
な
り
ま
す
の
で
、

な
る
べ
く
早
め
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。「
児
童
手
当・特
例
給
付
現

況
届
」
を
提
出
し
た
方
で
、
支
給

金
額
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、「
児

童
手
当
額
改
定
通
知
書
」
ま
た
は

「
特
例
給
付
額
改
定
通
知
書
」
を

発
送
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
掛

か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教
育
費

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

や
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
し
た
方

は
、
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）
で

至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
と
な
る
家
庭
】こ
の
制
度

を
受
け
る
に
は
、
お
子
さ
ん
と
生

計
を
一
に
す
る
方
全
員
が
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

を
受
け
た
方
▼
平
成　
年
度
市
民

３１

税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
の
方
▼

個
人
事
業
税
が
減
免
の
方
▼
固
定

資
産
税
が
減
免
の
方
▼
国
民
年
金

の
掛
け
金
が
減
免
の
方
▼
国
民
健

康
保
険
税
が
減
免
の
方
▼
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方

▼
生
計
を
一
に
す
る
全
員
の
収
入

金
額（
平
成　
年
分
）が
認
定
基
準

３０

以
下
の
方

　
詳
し
く
は
同
課
学
事
係
☎
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

健
康
課
嘱
託
員 

（

保

健

師

）

　
【
業
務
内
容
】母
子
保
健
事
業
な

ど
　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
任
用
期
間
】　
月
１
日
～
２
年

１１

３
月　
日
３１

　
【
勤
務
日
数・時
間
】
月　
日
以

１６

内
。
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時　
１５

分
（
勤
務
日
数・時
間
は
相
談
可
）

　
【
報
酬
】市
の
規
定
に
よ
る（
交

通
費
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は　
月　
日
（
木
）

１０

１７

ま
で
に
、
事
前
連
絡
の
上
、
履
歴

書
（
写
真
貼
付
）
と
資
格
証
明
書

の
写
し
を
健
康
課
保
健
サ
ー
ビ
ス

係
（
滝
山
４
ノ
３
ノ　
、
わ
く
わ

１４

く
健
康
プ
ラ
ザ
内
）
へ
直
接
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
書
類
選
考
と
面

接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
７
・
０

０
２
２
へ
。

　
妊
娠
中
の
方
や
乳
幼
児
の
お
母

さ
ん
が
、
安
心
し
て
出
産
や
子
育

て
が
で
き
る
よ
う
に
、
お
母
さ
ん

の
体
、
お
な
か
の
赤
ち
ゃ
ん
の
様

子
や
産
後
の
お
子
さ
ん
の
成
長
、

子
育
て
ア
ド
バ
イ
ス
、
市
の
子
育

て
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
情
報
を
、
定

期
的
に
メ
ー
ル
で
配
信
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
登
録
し
て
い
な
い
方
は
、

こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】市
内
在
住
の
妊
娠
中
の

方
と
そ
の
家
族
、
３
歳
未
満
の
乳

幼
児
の
保
護
者

　
【
費
用
】登
録
は
無
料
、配
信
費

用
は
登
録
者
負
担

　
登
録
は
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
ま
た

は
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
空
メ

ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。
一

両
日
中
に
確
認
メ
ー
ル
が
届
き
ま

す
。「
重
要
事
項
の
説
明
」を
よ
く

読
み
、
同
意
の
上
、
登
録
し
て
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
健
康
課
☎
４
７
７
・

０
０
２
２
へ
。

　
平
成　
年
度
税
制
改
正
に
伴
い
、

２８

令
和
元
年　
月
１
日
以
後
に
開
始

１０

す
る
事
業
年
度
か
ら
法
人
市
民
税

法
人
税
割
の
税
率
が
引
き
下
げ
ら

れ
ま
す（
下
表
参
照
）。
均
等
割
額

の
税
率
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
税
率
改
正
に
伴
い
、
予

定
申
告
に
係
る
法
人
税
割
額
に
つ

い
て
、
令
和
元
年　
月
１
日
以
後

１０

に
開
始
す
る
最
初
の
事
業
年
度
に

限
り
、
経
過
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま

す
（
下
図
参
照
）。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
１
・
２
３
３
２
）
へ
。

表　法人市民税法人税割の税率（元年１０月１日以後に開始する事業年度から改正）
改正後現行法人の区分

８.４％１２.１％資本金などの金額が１億円以上の法人
および保険業法に規定する相互会社

６.０％９.７％資本金などの金額が１億円未満の法人
図　予定申告における経過措置（一回のみ）
元年１０月１日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額を求める計算式
前事業年度の法人税割額×３.７÷前事業年度または前連結事業年度の月数
通常の予定申告税額を求める計算式
前事業年度の法人税割額×６÷前事業年度または前連結事業年度の月数

　
空
き
家
所
有
者
や
そ
の
家
族
か

ら
毎
月
１
０
０
件
以
上
の
相
談
を

受
け
て
い
る
N
P
O
法
人「
空
家・

空
地
管
理
セ
ン
タ
ー
」
と
市
の
共

催
で
、
空
き
家
と
相
続
対
策
に
関

す
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　
「
相
続
・
遺
言
」「
家
族
信
託
」

「
成
年
後
見
制
度
」
な
ど
、
事
前

に
相
続
に
つ
い
て
知
識
を
持
つ
事

で
、
相
続
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
相
続
税
に

つ
い
て
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
屋
内
ひ
ろ
ば
で
は
、
パ

ネ
ル
展
示
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
、
司
法

書
士
や
空
き
家
の
専
門
家
に
よ
る

無
料
個
別
相
談
ブ
ー
ス
を
ご
用
意

し
て
お
り
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　
日
（
土
）
午
後

１０

２６

０
時
半
か
ら
受
け
付
け

　
【
会
場
】市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
他

　
【
内
容
】セ
ミ
ナ
ー
第
１
部（
午

後
１
時
～
１
時　
分
）
＝
空
き
家

５５

問
題
と
相
続
ト
ラ
ブ
ル
～
あ
な
た

の
実
家
を
空
き
家
に
し
な
い
た
め

に
～
▼
セ
ミ
ナ
ー
第
２
部
（
午
後

２
時
５
分
～
２
時　
分
）
＝
家
族

５５

で
考
え
る
相
続
準
備
～
今
あ
な
た

が
で
き
る
こ
と
～
▼
個
別
相
談
会

（
午
後
３
時
～
４
時
半
）

　
【
定
員
】セ
ミ
ナ
ー
が　
人
、個

６０

別
相
談
が　
組
（
予
約
枠
）

１８

　
【
参
加
費
】
無
料

　
【
ご
注
意
】駐
車
場
に
限
り
が
あ

る
た
め
、
で
き
る
だ
け
公
共
交
通

機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
申
し
込
み
は
同
セ
ン
タ
ー
☎
０

１
２
０
・
３
３
６
・
３
６
６
（
午

前
９
時
～
午
後
５
時
）
へ
。
当
日

も
受
け
付
け
ま
す
が
、
事
前
に
申

し
込
ん
だ
方
が
優
先
で
す
。

　
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
ま
た
は

環
境
政
策
課
☎
４
７
０
・
７
７
５

３
へ
。

　
皆
さ
ん
が
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
で
の
豊
か
な
経
験
を
生
か
し
て
、

講
座
を
開
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
講

座
を
通
し
て
市
民
同
士
の
学
び
合

い
の
場
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
【
開
講
期
間・回
数
】
２
月
～
３

月
。
全
３
回
ま
た
は
全
１
回
の
い

ず
れ
か

　
【
会
場
】原
則
と
し
て
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー

　
【
講
座
内
容
】分
野
は
問
い
ま
せ

ん
が
、
対
話
型
・
参
加
型
・
実
践

型
で
運
営
す
る
も
の
に
限
り
ま
す

（
特
定
の
政
党
、
宗
教
、
営
利
活

動
に
関
わ
る
も
の
は
開
講
で
き
ま

せ
ん
）

　
【
応
募
資
格
】市
内
在
住・在
勤・

在
学
で
、
講
座
の
運
営
が
で
き
る

方
。
１
人
１
講
座
ま
で

　
【
受
講
生
数
】　
人
～　
人
の
範

１０

３６

囲
で
相
談
の
上
、
決
定

　
【
講
師
謝
礼
】１
講
座
当
た
り
、

３
回
コ
ー
ス
が
７
５
０
０
円
、
１

回
コ
ー
ス
が
２
５
０
０
円

　
【
選
考
方
法
】提
出
し
て
い
た
だ

い
た
企
画
書
な
ど
を
基
に
選
考

　
申
し
込
み
は　
月
１
日
（
火
）

１０

か
ら
市
文
化
協
会
（
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
内
）
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
る
応
募
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、　

月
１０

　
日
（
金
）
ま
で
に
（
必
着
）、
〒

１８２
０
３
儿
０
０
５
４
、
中
央
町
２

ノ
６
ノ　
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

２３

内
市
文
化
協
会
事
務
局
宛
て
郵
送

ま
た
は
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
事
務
局
☎
４
７

７
・
４
７
０
０
（
フ
ァ
ク
ス
同
。

電
話
受
け
付
け
は
第
４
月
曜
日
を

除
く
平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５

時
）
へ
。

２
年
度
に
市
内
の
私
立
幼
稚
園
ま
た
は
認
定

こ
ど
も
園
に
入
園
す
る
園
児
を
募
集
し
ま
す

月
は
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

　

月
は
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
・・

１０１０ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当

ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当
のの

定
例
払
い
月
で

定
例
払
い
月
で
すす

私
立
幼
稚
園
入
園
支
度
金
貸
付
制
度

私
立
幼
稚
園
入
園
支
度
金
貸
付
制
度
をを

ご
利
用
く
だ
さ

ご
利
用
く
だ
さ
いい

「
東
久
留
米
市
立
学
童
保
育
所
運
営
業
務
委
託
」
に
係
る

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
し
ま
す

子
育
て
応
援
メ
ー
ル
を

利
用
し
ま
せ
ん
か

空
き
家
と
相
続
対
策
イ
ベ
ン
ト

～
家
族
で
考
え
よ
う
！
相
続
と「
実
家
の
終
活
」～

を
開
催
し
ま
す

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
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「
短
期
コ
ー
ス
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市
民
講
師
を
募
集
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

法人市民法人市民税税
法人税割の税率法人税割の税率をを
引き下げま引き下げますす

▲妊娠期
higashikurume@
reg.kizunamail.com

▲子育て期
higashikurume_kosodate@
reg.kizunamail.com

市内の私立幼稚園などの募集概要
受付
開始日

願書の配付
開始日開所時間

募集人員
幼稚園名（所在地、電話番号）

５歳児４歳児３歳児満３歳児

　

月
１
日
（
金
）

１１

１０月１５日（火）

午前８時～
午後７時００８５人５人神山幼稚園

神宝町１－１７－１２、☎４７１・２５４９
午前７時半～
午後６時半２５人３０人７０人４０人緑ヶ丘幼稚園

学園町１－９－２７、☎４２１・９２２９
午前７時半～
午後６時半若干名若干名１２８人－落合幼稚園

新川町１－１３－１９、☎４７１・２６３９

１０月１６日（水）午前８時～
午後６時応相談若干名１００人－久留米神明幼稚園

中央町２－９－３０、☎４７１・２７２６

１０月１５日（火）

午前７時半～
午後６時半

０若干名４６人１４人
１
号
児認定こども園東久留米こども園

前沢幼稚園
前沢２－２－２、☎４７１・４１５５ ００２３人－

２
号
児

午前８時～
午後６時０若干名４６人－豊島なでしこ幼稚園

東本町８－１４、☎４７１・３７７２
午前８時～
午後７時００３５人－自由学園幼児生活団幼稚園

学園町１－１１－１７、☎４２２・３１１８

就学援助費の
申請は

お済みですか

　
キ
ッ
チ
ン
か
ら
流
れ
た
油

は
、
下
水
道
管
の
つ
ま
り
や

悪
臭
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

鍋
や
食
器
に
付
い
た
油
汚
れ

は
、
洗
う
前
に
ふ
き
取
り
ま

し
ょ
う
。
こ
の
行
動
が
川
や

海
の
良
好
な
水
環
境
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
施
設
建
設
課
下

水
道
計
画
担
当
☎
４
７
０
・

７
７
５
８
ま
た
は
都
下
水
道

局
流
域
下
水
道
本
部
☎
０
４

２
・
５
２
７
・
４
８
２
８
へ
。

油
・
断
・
快
適
！
下
水

油
・
断
・
快
適
！
下
水
道道

～
下
水
道
に
油

～
下
水
道
に
油
をを

流
さ
な
い
で
！

流
さ
な
い
で
！
～～


